
リックカード会員規約 
 

 

第 1条（リックカード会員） 

リックカードは、全日産・一般業種労働組合連合会（以下、「日産労連」という）が組合員のためラ

イフサポート活動を実施するにあたっての会員証として発行するもので、リックカードが発行された者

を「リックカード会員」とします。 

 

第 2条（カードの発行） 

リックカードは、組合員（含パートナー組合員）およびエルダークラブ員については原則として全員

に発行するものとし、職制による非組合員および制度上の非組合員については希望した者に発行するも

のとします。 

 

第 3条（退会） 

リックカード会員が日産労連に加盟している組合の属する企業を退職、または組合を脱退しリックカ

ード会員でなくなった場合にはリックカードを返却するものとします。ただし、エルダークラブ会員と

なった場合は、リックカード会員を継続するものとします。 

 

第 4条（諸変更） 

届出事項の諸変更に伴うリックカード届出書の提出は、原則として組合組織を通じて行なうものとし

ます。 

以上 

 

 

リック会員特約 

 

≪個人情報の取扱いに関する重要事項≫ 

第 1条（個人情報の利用） 

入会申込者（以下、｢会員｣という）は、全日産・一般業種労働組合連合会（以下、「日産労連」とい

う）が下記の情報（以下、「個人情報」という）を下記（１）（２）（３）の目的のために保護措置を講

じた上で利用することに同意します。 

 

＜個人情報＞ 

所定の申込書に会員が記載した氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、配偶者および家族

情報、お支払い預金口座等､所定の申込書に記入した情報および､入会後に届出た情報 

（１）日産労連のリック事業に係る基本的な機能および付帯サ－ビスの提供 

（２）日産労連のリック事業における、商品の募集・商品の発送、ならびにリック事業に係る商品・ 

サービス情報のお知らせ 

（３）日産労連のリック事業における市場調査、商品開発 

 

第 2条（個人情報の委託） 

日産労連が､関連事務の処理を委託した企業にその委託業務に必要な範囲内で､会員の個人情報の保

護措置を講じた上で預託することに同意します。 



第 3条（個人情報の開示･訂正・削除） 

会員は、日産労連に対して、自己に関する個人情報の開示を請求することができます。 

開示を求める場合には、第 5 条記載の窓口（下表【問い合わせ・相談窓口等】）にご連絡ください。開

示請求手続き（受付窓口、受付方法、必要な書類等）の詳細についてお答えします。 

万一､登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、日産労連は、速やかに訂正または

削除に応じるものとします。 

 

第 4条（条項の変更） 

本重要事項は､法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。 

 

第 5条（個人情報の取扱いに関する問い合わせ等の窓口） 

個人情報の開示･訂正・削除についての会員の個人情報に関する問い合わせや利用･提供中止、その他

のご意見の申し出に関しましては、後記の日産労連相談窓口までお願いします。 

 

【問い合わせ・相談窓口等】 

規約についての問い合わせ・ご相談は日産労連リック局にご連絡ください。 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ事項 相談窓口 組合名・住所・電話番号 

・個人情報の開示･訂正・削除 
（第 3条）について 

・その他本特約全般について 
リック相談窓口 

日産労連リック局 
東京都港区海岸１－４－２６ 
０３－３４３４－２５０１   
https://www.ngu.or.jp 


